
関市・武儀郡４町村合併協議会
２４．消防団の取扱い

(案)  １　消防団については、当分の間は、各市町村の現在の組織を基本とした５消防団による連合体とする。た　
        だし、合併後の適切な時期に、人員も含めた総合的な消防団組織の見直しを行うものとする。
      ２　消防団員の身分、報酬、手当等については、関市に準ずるものとする。
      ３  式典等の行事及び機械器具等については、現行のとおりとする。ただし、合併後、消防団の組織の再編
        に合わせて調整を行うものとする。
      ４　消防相互応援協定については、現行のとおりとし、合併後、調整するものとする。

資料は、第７回合併協議会（１６年１月２３日）に提出済み。（Ｐ２２～Ｐ３０）
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